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。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
導
入
に
よ
る
国
庫
負
担
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
創
設
等
に
よ
り
、
医
療
保
険
者
に
課
さ
れ
る
拠
出
金
の
制
度
が
平
成
二
十
年
度
か
ら
改
正
さ
れ

た
た
め
、
平
成
十
九
年
度
と
平
成
二
十
年
度
に
つ
い
て
厳
密
な
比
較
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
七
十
五
歳
以
上
を
対

象
と
し
た
拠
出
金
と
い
う
観
点
か
ら
比
較
を
行
う
と
、
平
成
十
九
年
度
に
お
け
る
国
民
健
康
保
険
（
市
町
村
が
行
う
国
民
健

康
保
険
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
拠
出
す
る
老
人
保
健
拠
出
金
に
対
す
る
国
の
負
担
は
約
七
千
九
十
一
億
円
で
あ
り
、
平

成
二
十
年
度
に
お
け
る
国
民
健
康
保
険
が
拠
出
す
る
老
人
保
健
拠
出
金
と
後
期
高
齢
者
支
援
金
に
対
す
る
国
の
負
担
の
合
計

額
は
約
六
千
四
百
十
二
億
円
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
平
成
二
十
年
度
に
お
い
て
は
平
成
十
九
年
度
と
比
較
し
て
、
国
の

負
担
は
、
約
六
百
八
十
億
円
減
少
す
る
も
の
と
見
込
ま
れ
る
。

二
に
つ
い
て

一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
観
点
か
ら
比
較
を
行
う
と
、
平
成
十
九
年
度
に
お
け
る
国
民
健
康
保
険
が
拠
出
す
る
老
人
保
健
拠

出
金
に
対
す
る
都
道
府
県
の
負
担
は
約
千
百
五
十
四
億
円
で
あ
り
、
平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
国
民
健
康
保
険
が
拠
出
す
る

老
人
保
健
拠
出
金
と
後
期
高
齢
者
支
援
金
に
対
す
る
都
道
府
県
の
負
担
の
合
計
額
は
約
千
四
十
四
億
円
と
見
込
ま
れ
る
こ
と

一



か
ら
、
平
成
二
十
年
度
に
お
い
て
は
平
成
十
九
年
度
と
比
較
し
て
、
都
道
府
県
の
負
担
は
、
約
百
十
一
億
円
減
少
す
る
も
の

と
見
込
ま
れ
る
。

三
に
つ
い
て

一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
観
点
か
ら
比
較
を
行
う
と
、
平
成
十
九
年
度
に
お
け
る
政
府
管
掌
健
康
保
険
が
拠
出
す
る
老
人
保

健
拠
出
金
に
対
す
る
国
の
負
担
は
約
二
千
七
百
八
十
一
億
円
で
あ
り
、
平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
政
府
管
掌
健
康
保
険
（
平

成
二
十
年
度
に
あ
っ
て
は
、
全
国
健
康
保
険
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
拠
出
す
る
老
人
保
健

拠
出
金
と
後
期
高
齢
者
支
援
金
に
対
す
る
国
の
負
担
の
合
計
額
は
約
二
千
三
百
九
十
五
億
円
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
平

成
二
十
年
度
に
お
い
て
は
平
成
十
九
年
度
と
比
較
し
て
、
国
の
負
担
は
、
約
三
百
八
十
六
億
円
減
少
す
る
も
の
と
見
込
ま
れ

る
。

四
に
つ
い
て

一
に
つ
い
て
及
び
三
に
つ
い
て
で
算
定
し
た
額
を
機
械
的
に
合
計
し
て
お
答
え
す
る
と
、
平
成
二
十
年
度
に
お
い
て
は
平

成
十
九
年
度
と
比
較
し
て
、
国
の
負
担
は
、
約
千
六
十
五
億
円
減
少
す
る
も
の
と
見
込
ま
れ
る
。

五
に
つ
い
て

二



お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
七
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
等
へ
の
医
療
給
付
費
に
対
す
る
定
率
の
国
の
負
担
と
し
て
お
答
え
す
る

と
、
当
該
国
の
負
担
は
、
平
成
十
九
年
度
に
お
い
て
約
三
兆
六
百
五
十
四
億
円
で
あ
り
、
平
成
二
十
年
度
に
お
い
て
約
三
兆

三
千
七
百
五
億
円
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
平
成
二
十
年
度
に
お
い
て
は
平
成
十
九
年
度
と
比
較
し
て
、
当
該
国
の
負
担

は
、
約
三
千
五
十
億
円
増
加
す
る
も
の
と
見
込
ま
れ
る
。

六
に
つ
い
て

老
人
保
健
拠
出
金
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
に
対
す
る
国
の
負
担
並
び
に
七
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
等
へ
の
医
療
給
付
へ

の
定
率
の
国
の
負
担
は
、
そ
れ
ぞ
れ
性
質
の
違
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
合
計
額
の
変
化
の
妥
当
性
に
つ
い
て
評
価
を
行

う
こ
と
は
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
が
、
お
尋
ね
に
即
し
て
こ
れ
ら
を
機
械
的
に
合
計
し
た
国
の
負
担
額
を

算
出
す
る
と
、
平
成
十
九
年
度
に
お
い
て
約
四
兆
五
百
二
十
七
億
円
で
あ
り
、
平
成
二
十
年
度
に
お
い
て
約
四
兆
二
千
五
百

十
二
億
円
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
平
成
二
十
年
度
に
お
い
て
は
平
成
十
九
年
度
と
比
較
し
て
、
国
の
負
担
は
約
千
九
百

八
十
五
億
円
増
加
す
る
も
の
と
見
込
ま
れ
る
。
ま
た
、
七
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
等
の
老
人
医
療
費
に
占
め
る
国
の
負
担
の

割
合
は
、
平
成
十
九
年
度
に
お
い
て
約
三
十
六
・
四
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
平
成
二
十
年
度
に
お
い
て
約
三
十
五
・
六
五

パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
平
成
二
十
年
度
に
お
い
て
は
平
成
十
九
年
度
と
比
較
し
て
、
約
〇
・
八
二

三



パ
ー
セ
ン
ト
減
少
す
る
も
の
と
見
込
ま
れ
る
。

七
に
つ
い
て

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
創
設
等
に
よ
り
、
医
療
保
険
者
に
課
さ
れ
る
拠
出
金
の
制
度
が
平
成
二
十
年
度
か
ら
改
正
さ
れ

た
た
め
、
平
成
十
九
年
度
と
平
成
二
十
年
度
に
つ
い
て
厳
密
な
比
較
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
六
十
五
歳
か
ら
七
十

四
歳
ま
で
を
対
象
と
し
た
拠
出
金
と
い
う
観
点
か
ら
の
比
較
と
し
て
、
平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
及
び

退
職
者
給
付
拠
出
金
の
合
計
額
か
ら
平
成
十
九
年
度
に
お
け
る
退
職
者
給
付
拠
出
金
の
額
を
差
し
引
く
と
、
国
民
健
康
保
険

に
お
い
て
約
八
千
二
百
八
十
二
億
円
減
少
し
、
政
府
管
掌
健
康
保
険
に
お
い
て
約
二
千
八
百
四
十
八
億
円
増
加
し
、
健
康
保

険
組
合
に
お
い
て
約
三
千
百
九
十
三
億
円
増
加
し
、
共
済
組
合
（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
制
度
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に

お
い
て
約
千
百
四
十
二
億
円
増
加
す
る
も
の
と
見
込
ま
れ
る
。

八
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
被
保
険
者
数
や
保
険
給
付
費
な
ど
年
度
に
よ
っ
て
各
医
療
保
険
者
に
お
け
る
状
況
が
異
な
る
こ
と

か
ら
、
お
尋
ね
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
と
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
導
入
の
み
の
影
響
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、

こ
れ
ま
で
お
答
え
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
即
し
て
平
成
十
九
年
度
と
平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
各
医
療
保
険
者
が
拠
出
す
る
こ

四



と
と
な
る
額
の
増
減
を
機
械
的
に
算
出
す
る
と
、
国
民
健
康
保
険
に
お
い
て
約
一
兆
二
千
六
百
四
十
八
億
円
減
少
し
、
政
府

管
掌
健
康
保
険
に
お
い
て
約
四
百
九
十
五
億
円
、
健
康
保
険
組
合
に
お
い
て
約
三
千
九
百
億
円
、
共
済
組
合
に
お
い
て
約
千

二
百
五
十
億
円
そ
れ
ぞ
れ
増
加
す
る
も
の
と
見
込
ま
れ
る
。

九
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
に
お
い
て
は
、
八
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
約
一
兆
二
千
六
百
三
十
九
億
円
減
少
す
る
も
の
と

見
込
ま
れ
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
の
負
担
減
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
度
に
お
け
る
国
民
健
康

保
険
の
被
保
険
者
の
う
ち
七
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
税
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
額
の
総
額
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い

な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

十
及
び
十
二
に
つ
い
て

平
成
十
九
年
度
と
比
較
し
て
平
成
二
十
年
度
の
国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
が
下
が
っ
て
い
る
自
治
体
の
有
無
に
つ
い
て
は

把
握
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

十
一
に
つ
い
て

五



国
民
健
康
保
険
の
財
政
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
基
づ
く
低
所
得
者
に
対
す
る
保
険
料
の
軽
減
措
置
等
に
係
る
市
町
村
の
一

般
会
計
か
ら
の
繰
入
れ
を
除
け
ば
、
基
本
的
に
国
及
び
都
道
府
県
の
負
担
と
保
険
料
に
よ
り
賄
わ
れ
る
構
造
と
な
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
仮
に
国
民
健
康
保
険
財
政
全
体
の
負
担
の
減
少
に
伴
い
、
国
民
健
康
保
険
財
政
の
収
支
が
改
善
し
た
と
し
て
も
、

直
ち
に
市
町
村
の
負
担
が
減
少
す
る
構
造
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

六


